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                              平 成 2 5 年 6 月 1 7 日 

第 181号 
                              新潟県市町村総合事務組合 
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規         則 

 新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を次のと

おり公布する。 

  平成 25年 6月 17日 

                   新潟県市町村総合事務組合管理者 森  民 夫   

新潟県市町村総合事務組合規則第 7号 

新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則（平成 16 年規則第 13 号）の一

部を次のように改正する。 

第 12条の 2第 1項第 3号中「平成３年法律第１１０号」の次に「。以下「育児休業法」という。」

を加える。 

第 12条の 3第 2項各号列記以外の部分中「事由が同号」を「事由（前条第 1項各号に掲げる事

由に該当する事由に限る。）が前項第 1号」に、「前項」を「同項」に改め、同項第 2号を次のよ

うに改める。 

(2) 法第 55条の２第１項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第２条の規定により育児

休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととな

ること。 

第 12条の 4第 2項中「地方公務員の育児休業等に関する法律」を「育児休業法」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を次のと

おり公布する。 

  平成 25年 6月 17日 

                   新潟県市町村総合事務組合管理者 森  民 夫   

新潟県市町村総合事務組合規則第 8号 

新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 16年規則第 8号）の一

部を次のように改正する。 

第 8条第 8項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に、「第 77条第 1項」を「第 77条」に、「のうち日中一時支援事業」を「として実施す

る日中における一時的な見守り等の支援」に改める。 

第 16条第 1項第 9号中「骨髄液の」を「骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞

の」に、「又は骨髄移植のため」を「又は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植のため骨髄若しくは末

梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

告         示 

新潟県市町村総合事務組合告示第 12号 

 平成 25年第 2回新潟県市町村総合事務組合議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成 25年 6月 17日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 森  民 夫   

 

１ 日時 平成 25年 7月 24日（水） 午後 3時 

２ 場所 新潟県自治会館（新潟市中央区新光町 4-1） 301会議室 

 

 

 

新潟県市町村総合事務組合告示第 13号 

 平成 25年 6月 7日実施の新潟県市町村総合事務組合議会議員補欠選挙において次のとおり当選

人が決定したので、新潟県市町村総合事務組合議会議員の選挙に関する規則（平成 16年規則第 3

号）第 6条の規定により告示する。 

  平成 25年 6月 17日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 森  民 夫   

 

 組合議会議員補欠選挙当選人（第 3選挙区）  板 垣 一 徳（村上市議会議長） 
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公         告 

新潟県市町村総合事務組合議会議員の就任について（公告） 

 新潟県市町村総合事務組合議会議員の就任があったので、次のとおり公告する。 

  平成 25年 6月 17日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 森  民 夫   

 

組合議会議員 

 就 任  板 垣 一 徳（村上市議会議長）  平成 25年 6月 17日 

 

公 平 委 員 会 公 告 

職員団体の登録番号について（公平委員会公告） 

 次の職員団体を地方公務員法第 53条の規定に適合すると認め、これを登録したので公告する。 

  平成 25年 6月 17日 

 

             新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長 堀 川 徹 夫   

 

登録番号 職員団体名 付番年月日 

公委登第 831号 寺泊老人ホーム職員組合 平成 25年 5月 20日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


